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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　穿刺器具が刺入された被検体に超音波を送信すると共に、前記被検体及び前記穿刺器具
による前記超音波の反射波を受信し、受信した反射波に基づいて時系列フレームのエコー
信号を生成する超音波送受手段と、
　該超音波送受手段によって生成された前記エコー信号に基づいて前記被検体の超音波画
像を生成する超音波画像生成手段と、
　該超音波画像生成手段によって生成された前記超音波画像を表示する画像表示手段と、
　複数の時系列フレームの前記エコー信号から時系列フレーム間の差分エコー信号を生成
する差分エコー信号生成手段と、
　該差分エコー信号生成手段で生成された前記差分エコー信号に基づいて先端検出処理を
行い、前記穿刺器具先端部を含む１以上の先端候補を検出する先端候補検出手段と、
　前記先端候補検出手段により検出された前記穿刺器具の前記先端候補を表示強調処理し
て、前記穿刺器具の前記先端候補が表示強調処理された先端画像を生成する先端候補処理
手段と、を具備し、
　前記画像表示手段は、前記先端候補処理手段によって表示強調処理された前記穿刺器具
の前記先端画像を、前記超音波画像生成手段によって生成された前記超音波画像に重ねて
表示することを特徴とする超音波診断装置。
【請求項２】
　前記先端候補検出手段は、前記先端検出処理として、前記差分エコー信号生成手段で生



(2) JP 5645628 B2 2014.12.24

10

20

30

40

50

成された前記差分エコー信号の輝度差に基づいて、前記穿刺器具の前記先端候補を検出す
る請求項１に記載の超音波診断装置。
【請求項３】
　前記先端候補処理手段は、前記差分エコー信号の輝度差の正負に応じて、前記先端候補
検出手段により検出された前記穿刺器具の前記先端候補を表示強調処理する請求項１又は
２に記載の超音波診断装置。
【請求項４】
　前記先端候補処理手段は、前記表示強調処理として、前記先端候補検出手段により検出
された前記穿刺器具の前記先端候補を色付けしてカラー先端画像を生成するか、又は、前
記先端候補の輝度を上げて高輝度先端画像を生成するか、若しくは、前記先端候補を色付
けした上で輝度を上げて高輝度カラー先端画像を生成する処理を行う請求項１～３のいず
れかに記載の超音波診断装置。
【請求項５】
　前記先端候補検出手段は、さらに、前記差分エコー信号の輝度差の正負を判別し、
　前記先端候補処理手段は、前記先端候補検出手段によって判別された前記差分エコー信
号の輝度差の正負に応じて、前記先端候補検出手段により検出された前記穿刺器具の前記
先端候補を表示強調処理する色相及び輝度を変更する請求項１～４のいずれかに記載の超
音波診断装置。
【請求項６】
　前記差分エコー信号生成手段は、さらに、生成した前記差分エコー信号に基づいて差分
画像を生成するものであり、
　前記先端候補検出手段は、前記差分エコー信号生成手段で生成された前記差分画像に、
前記先端検出処理を行い、前記穿刺器具の前記先端候補を検出する請求項１～５のいずれ
かに記載の超音波診断装置。
【請求項７】
　前記先端候補検出手段は、前記先端検出処理として、前記差分エコー信号生成手段で生
成された前記差分画像に、所定輝度差以上の部分を抽出する処理を施して前記穿刺器具の
前記先端候補を検出する請求項６に記載の超音波診断装置。
【請求項８】
　前記先端候補検出手段は、前記先端検出処理として、前記差分エコー信号生成手段で生
成された前記差分画像の中の所定輝度差以上の部分を抽出するために、前記差分画像に対
して階調処理を行うためのルックアップテーブルを用いたルックアップテーブル処理を行
い、前記穿刺器具の前記先端候補を検出する請求項６又は７に記載の超音波診断装置。
【請求項９】
　前記先端候補検出手段による前記ルックアップテーブル処理で用いられる前記ルックア
ップテーブルは、前記超音波画像及び前記差分画像の少なくとも一方に応じて調整される
ものである請求項８に記載の超音波診断装置。
【請求項１０】
　前記先端候補検出手段は、前記先端検出処理として、前記差分画像の輝度差、並びに該
輝度差で検出された領域の大きさ及び密度に基づいて、前記穿刺器具の前記先端候補を検
出する請求項６～９のいずれかに記載の超音波診断装置。
【請求項１１】
　前記先端候補検出手段は、前記差分画像に、前記先端検出処理として、先端強調フィル
タ処理を行い、前記穿刺器具の前記先端候補を検出する請求項６～９のいずれかに記載の
超音波診断装置。
【請求項１２】
　前記先端候補検出手段は、前記差分画像に、前記先端検出処理として、メディアンフィ
ルタ処理、又は、所定の点の近傍画素の輝度和を求めて該輝度和が大きい箇所のみ強調す
るフィルタ処理を行い、前記穿刺器具の前記先端候補を検出する請求項６～９のいずれか
に記載の超音波診断装置。
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【請求項１３】
　前記先端候補検出手段は、前記画像表示手段に表示されたフレームより過去の時刻に検
出された前記穿刺器具の前記先端候補の近傍領域を探索して、表示フレームに基づく前記
差分画像から前記穿刺器具の前記先端候補を検出する請求項６～１２のいずれかに記載の
超音波診断装置。
【請求項１４】
　前記先端候補検出手段は、前記画像表示手段に表示されたフレームより過去の２時刻に
検出された前記穿刺器具の前記先端候補を結んだ直線の近傍領域を探索して、表示フレー
ムに基づく前記差分画像から前記穿刺器具の前記先端候補を検出する請求項６～１２のい
ずれかに記載の超音波診断装置。
【請求項１５】
　前記差分エコー信号生成手段は、前記差分画像を作成する前記時系列フレーム間の時間
差を調整できる機能を備える請求項６～１４のいずれかに記載の超音波診断装置。
【請求項１６】
　前記差分エコー信号生成手段は、前記差分画像を作成するための過去のフレームは２フ
レーム以上前の複数のフレームを用いる請求項６～１５のいずれかに記載の超音波診断装
置。
【請求項１７】
　前記差分エコー信号生成手段は、前処理として、前記時系列エコー信号に、スペックル
パターンを軽減する信号処理、前記穿刺器具の方向にぼかす信号処理、及び/又は、前記
穿刺器具をつなげる信号処理を行った後に、前記差分エコー信号を生成する請求項１～１
６のいずれかに記載の超音波診断装置。
【請求項１８】
　前記画像表示手段は、過去の時刻に検出した前記穿刺器具の前記先端候補の画像も表示
し、前記穿刺器具の刺入軌跡を表示する請求項１～１７のいずれかに記載の超音波診断装
置。
【請求項１９】
　さらに、前記先端候補処理手段によって生成された前記穿刺器具の前記先端候補が表示
強調処理された前記先端画像を、前記超音波画像生成手段によって生成された前記超音波
画像に重ねるように合成して合成画像を生成する画像合成手段と、を具備し、
　前記画像表示手段は、前記画像合成手段によって合成された前記合成画像を表示する請
求項１～１８のいずれかに記載の超音波診断装置。
【請求項２０】
　穿刺器具が刺入された被検体に超音波を送信すると共に、前記被検体及び前記穿刺器具
による前記超音波の反射波を受信し、受信した反射波に基づいて時系列フレームのエコー
信号を生成する超音波送受手段と、
　該超音波送受手段によって生成された前記エコー信号に基づいて前記被検体の超音波画
像を生成する超音波画像生成手段と、
　該超音波画像生成手段によって生成された前記超音波画像を表示する画像表示手段と、
　前記超音波画像生成手段で生成された複数の時系列フレームの前記超音波画像から時系
列フレーム間の差分画像を生成する差分画像生成手段と、
　該差分画像生成手段で生成された前記差分画像に基づいて先端検出処理を行い、前記穿
刺器具先端部を含む１以上の先端候補を検出する先端候補検出手段と、
　前記先端候補検出手段により検出された前記穿刺器具の前記先端候補を表示強調処理し
て、前記穿刺器具の前記先端候補が表示強調処理された先端画像を生成する先端候補処理
手段と、を具備し、
　前記画像表示手段は、前記先端候補処理手段によって表示強調処理された前記穿刺器具
の前記先端画像を、前記超音波画像生成手段によって生成された前記超音波画像に重ねて
表示することを特徴とする超音波診断装置。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　この発明は、超音波診断装置及び超音波画像生成方法に関し、特に、穿刺術を行なう際
に穿刺針などの穿刺器具の先端部を超音波画像に正確かつ的確に表示するのに用いられる
超音波診断装置及び超音波画像生成方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、医療分野において、超音波画像を利用した超音波診断装置が実用化されてい
る。一般に、この種の超音波診断装置は、振動子アレイを内蔵した超音波プローブと、こ
の超音波プローブに接続された装置本体とを有しており、超音波プローブから被検体に向
けて超音波を送信し、被検体からの超音波エコーを超音波プローブで受信して、その受信
信号を装置本体で電気的に処理することにより超音波画像が生成される。
　また、超音波診断装置は、細胞組織診断のため、医師が穿刺器具、例えば穿刺針を所望
の部位に穿刺して組織サンプルを採取する穿刺術を行う場合にも用いられている。
【０００３】
　穿刺術においては、医師は、確実に目的物や目的部位まで穿刺針を到達させるため、超
音波画像を見ながら予め決めた刺入経路（穿刺針が被検者中を刺入される経路）通りに穿
刺針を刺入させる。
　このような穿刺術を行なう場合には、目的部位や目的物等の治療対象まで穿刺針を到達
させ、治療対象から余分な液体を抜くこと（ドレナージ）や、治療対象に注液すること（
ＰＥＩＴ）等を行う必要があるため、モニタ（超音波画像）上で穿刺針、特にその先端部
を確実かつ正確に、また適切にを確認できることが重要である。
【０００４】
　そこで、特許文献１に開示の超音波撮像技術では、被検体内に挿入された穿刺針の先端
位置を正確に検出するため、振動付与機構を穿刺針の基端に取り付け、穿刺針を機械的に
振動させながら穿刺し、ドップラ信号に基づいて、穿刺針をドップラ画像化し、Ｂモード
画像に重ねて表示して、穿刺針を画像化している。
　また、特許文献２に開示の超音波診断装置では、超音波プローブにより得られたＢモー
ド超音波断層画像フレームデータをメモリに蓄積し、前回蓄積されたフレームデータと現
在得られたフレームデータの差分を計算し、空間変化をディジタルデータとして得、これ
を現在得られたフレームデータに加算することにより所望の穿刺針画像をＢモード超音波
画像に表示している。その結果、特許文献２では、特許文献１に開示の超音波撮像技術で
必要な振動付与機構やドップラモード処理が不要であり、Ｂモード超音波断層画像フレー
ムデータのみから鮮明な穿刺針画像を表示できるとしている。
【０００５】
　また、特許文献３に開示の超音波ガイド下穿刺システムでは、穿刺針が刺入された被検
体からの超音波探触子による受信信号を処理してＢモード画像信号を生成し、Ｂモード画
像信号に基づいてＢモード超音波断層像を表示装置に表示すると共に、表示されている超
音波画像より高輝度部でかつ輝度が大きく変化した部分を抽出し、この抽出した部分を色
付けし、この色付けした抽出部分を最新の超音波断層像上に重畳して表示している。その
結果、特許文献３では、一度患者に刺入した穿刺針の針先を見失うことなく、確実かつ良
好に、処置及び検査を行える超音波ガイド下穿刺システムを安価に提供できるとしている
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特許第４０３０６４４号
【特許文献２】特開２００１－２６９３３９号公報
【特許文献３】特開２０００－１０７１７８号公報
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ところで、特許文献１に開示の技術では、穿刺針を機械的に振動するための特別な機構
が必要になり、装置が大型化し、コストがアップするばかりか、超音波ガイド下の中心静
脈穿刺を行う場合、血管からのドップラ信号と穿刺針からのドップラ信号の分離ができな
いという問題がある。
　ここで、穿刺術は、穿刺針が細くなればなるほど患者への負担軽減や侵襲性低減となる
ため、リスク等に合わせて可能な限り細い穿刺針が選択される。しかし、穿刺針が細くな
るに従って、超音波画像上への描出力も低下してしまい、穿刺針が途切れ途切れに描出さ
れてしまい、穿刺針の位置または形状は明確に表示できないという問題がある。
【０００８】
　また、特許文献２に開示の技術では、特許文献１に開示の技術の上記問題点を解消する
ことができ、Ｂモード超音波断層画像フレームデータのみから鮮明な穿刺針画像を表示で
きるとしている。
　しかしながら、上述したように、細い穿刺針が使用される場合、Ｂモード超音波断層画
像フレームデータ自体が、穿刺針の位置または形状は明確に表示するのが難しいデータで
あるので、差分データから穿刺針の刺入による正確な空間変化データのみを得ることがで
きず、正確な穿刺針画像を得ることができないという問題がある。
　さらに、穿刺針を患者等の被検体に刺入する際に、穿刺針のみが空間的に変化する場合
だけではなく、患者等の動きに応じて被検体が動いて空間変化が生じたり、被検体自体が
穿刺針の刺入に応じて変化して空間変化が生じたりすることが起こるので、その場合、特
許文献２における差分データには、穿刺針の刺入のみならず、被検体の動きや被検体自体
の変化による空間変化データが含まれることになり、穿刺針の刺入による空間変化データ
のみを分離できず、穿刺針画像のみを分離できないという問題があった。また、通常、Ｂ
モード超音波断層画像フレームデータ自体にはノイズが含まれているため、差分データに
もノイズに起因するデータが含まれることになり、ノイズに起因するデータを分離する処
理をしない限り、穿刺針画像のみを得ることが分離できないという問題がある。
【０００９】
　さらに、特許文献３に開示の技術でも、特許文献２に開示の技術と同様に、最新画像デ
ータとこれより１画面前の画像データとを比較して、超音波断層画像の高輝度部の変化の
ある部分を抽出して、穿刺針の針先部として着色表示しているが、高輝度部の変化のある
部分は、穿刺針の刺入より生じた高輝度部の変化のみならず、被検体の動きや被検体自体
の変化やノイズによる高輝度部の変化として存在する場合があり、この場合には、刺入に
よる穿刺針の針先部の移動のみを分離できず、穿刺針の針先部のみを分離できないという
問題がある。
　また、特許文献３に開示の技術では、超音波断層画像の高輝度部が穿刺針であるとして
いるが、どのような高輝度部が穿刺針に該当するかを判断するのは難しく、上述したよう
に、細い穿刺針が使用される場合、穿刺針の位置または形状をは明確に表示するのが難し
い超音波断層画像中で、穿刺針に該当する高輝度部のみを抽出することはできないという
問題もある。
【００１０】
　本発明の目的は、前記従来技術の問題点を解消し、穿刺術を行なう際に、穿刺針などの
穿刺器具を機械的に振動するための特別な機構やドップラモード処理を用いることなく、
穿刺器具の先端部を超音波画像に正確、かつ的確に、また見易く表示することができる超
音波診断装置及び超音波画像生成方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記目的を達成するために、本発明の超音波診断装置は、穿刺器具が刺入された被検体
に超音波を送信すると共に、前記被検体及び前記穿刺器具による前記超音波の反射波を受
信し、受信した反射波に基づいて時系列フレームのエコー信号を生成する超音波送受手段
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と、該超音波送受手段によって生成された前記エコー信号に基づいて前記被検体の超音波
画像を生成する超音波画像生成手段と、該超音波画像生成手段によって生成された前記超
音波画像を表示する画像表示手段と、複数の時系列フレームの前記エコー信号から時系列
フレーム間の差分エコー信号を生成する差分エコー信号生成手段と、該差分エコー信号生
成手段で生成された前記差分エコー信号に基づいて先端検出処理を行い、前記穿刺器具先
端部を含む１以上の先端候補を検出する先端候補検出手段と、前記先端候補検出手段によ
り検出された前記穿刺器具の前記先端候補を表示強調処理して、前記穿刺器具の前記先端
候補が表示強調処理された先端画像を生成する先端候補処理手段と、を具備し、前記画像
表示手段は、前記先端候補処理手段によって表示強調処理された前記穿刺器具の前記先端
画像を、前記超音波画像生成手段によって生成された前記超音波画像に重ねて表示するこ
とを特徴とする。
【００１２】
　ここで、前記先端候補検出手段は、前記先端検出処理として、前記差分エコー信号生成
手段で生成された前記差分エコー信号の輝度差に基づいて、前記穿刺器具の前記先端候補
を検出することが好ましい。
　また、前記先端候補処理手段は、前記差分エコー信号の輝度差の正負に応じて、前記先
端候補検出手段により検出された前記穿刺器具の前記先端候補を表示強調処理することが
好ましい。
　また、前記先端候補処理手段は、前記表示強調処理として、前記先端候補検出手段によ
り検出された前記穿刺器具の前記先端候補を色付けしてカラー先端画像を生成するか、又
は、前記先端候補の輝度を上げて高輝度先端画像を生成するか、若しくは、前記先端候補
を色付けした上で輝度を上げて高輝度カラー先端画像を生成する処理を行うことが好まし
い。
　また、前記先端候補検出手段は、さらに、前記差分エコー信号の輝度差の正負を判別し
、前記先端候補処理手段は、前記先端候補検出手段によって判別された前記差分エコー信
号の輝度差の正負に応じて、前記先端候補検出手段により検出された前記穿刺器具の前記
先端候補を表示強調処理する色相及び輝度を変更することが好ましい。
【００１３】
　また、前記差分エコー信号生成手段は、さらに、生成した前記差分エコー信号に基づい
て差分画像を生成するものであり、前記先端候補検出手段は、前記差分エコー信号生成手
段で生成された前記差分画像に、前記先端検出処理を行い、前記穿刺器具の前記先端候補
を検出することが好ましい。
　また、前記先端候補検出手段は、前記先端検出処理として、前記差分エコー信号生成手
段で生成された前記差分画像に、所定輝度差以上の部分を抽出する処理を施して前記穿刺
器具の前記先端候補を検出することが好ましい。
　また、前記先端候補検出手段は、前記先端検出処理として、前記差分エコー信号生成手
段で生成された前記差分画像の中の所定輝度差以上の部分を抽出するために、前記差分画
像に対して階調処理を行うためのルックアップテーブルを用いたルックアップテーブル処
理を行い、前記穿刺器具の前記先端候補を検出することが好ましい。
　前記先端候補検出手段による前記ルックアップテーブル処理で用いられる前記ルックア
ップテーブルは、前記超音波画像及び前記差分画像の少なくとも一方に応じて調整される
ものであることが好ましい。
【００１４】
　また、前記先端候補検出手段は、前記先端検出処理として、前記差分画像の輝度差、並
びに該輝度差で検出された領域の大きさ及び密度に基づいて、前記穿刺器具の前記先端候
補を検出することが好ましい。
　また、前記先端候補検出手段は、前記差分画像に、前記先端検出処理として、先端強調
フィルタ処理を行い、前記穿刺器具の前記先端候補を検出することが好ましい。
　また、前記先端候補検出手段は、前記差分画像に、前記先端検出処理として、メディア
ンフィルタ処理、又は、所定の点の近傍画素の輝度和を求めて該輝度和が大きい箇所のみ
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強調するフィルタ処理を行い、前記穿刺器具の前記先端候補を検出することが好ましい。
　また、前記先端候補検出手段は、前記画像表示手段に表示されたフレームより過去の時
刻に検出された前記穿刺器具の前記先端候補の近傍領域を探索して、表示フレームに基づ
く前記差分画像から前記穿刺器具の前記先端候補を検出することが好ましい。
　また、前記先端候補検出手段は、前記画像表示手段に表示されたフレームより過去の２
時刻に検出された前記穿刺器具の前記先端候補を結んだ直線の近傍領域を探索して、表示
フレームに基づく前記差分画像から前記穿刺器具の前記先端候補を検出することが好まし
い。
【００１５】
　また、前記差分エコー信号生成手段は、前記差分画像を作成する前記時系列フレーム間
の時間差を調整できる機能を備えることが好ましい。
　また、前記差分エコー信号生成手段は、前記差分画像を作成するための過去のフレーム
は２フレーム以上前の複数のフレームを用いることが好ましい。
　また、前記差分エコー信号生成手段は、前処理として、前記時系列エコー信号に、スペ
ックルパターンを軽減する信号処理、前記穿刺器具の方向にぼかす信号処理、及び/又は
、前記穿刺器具をつなげる信号処理を行った後に、前記差分エコー信号を生成することが
好ましい。
　また、前記画像表示手段は、過去の時刻に検出した前記穿刺器具の前記先端候補の画像
も表示し、前記穿刺器具の刺入軌跡を表示することが好ましい。
　また、前記先端候補処理手段は、前記先端候補点検出手段により検出された前記穿刺器
具の前記先端候補を表示強調処理して、前記穿刺器具の前記先端候補が表示強調処理され
た先端強調画像を生成し、前記画像表示手段は、前記先端候補処理手段によって生成され
た前記穿刺器具の前記先端候補が表示強調処理された前記先端強調画像を、前記超音波画
像生成手段によって生成された前記超音波画像に重ねて表示することが好ましい。
　さらに、前記先端候補処理手段によって生成された前記穿刺器具の前記先端候補が表示
強調処理された前記先端画像を、前記超音波画像生成手段によって生成された前記超音波
画像に重ねるように合成して合成画像を生成する画像合成手段と、を具備し、前記画像表
示手段は、前記画像合成手段によって合成された前記合成画像を表示することが好ましい
。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、穿刺術を行なう際に、穿刺針などの穿刺器具を機械的に振動するため
の特別な機構やドップラモード処理を用いることなく、穿刺器具の先端部を超音波画像に
正確、かつ的確に、また見易く表示することができる。
　その結果、本発明によれば、細い穿刺針などの穿刺器具を用いる場合であっても、確実
に穿刺器具の先端部を目的部位まで到達させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明の超音波診断装置の一実施形態の構成を模式的に示すブロック図である。
【図２】図１に示す超音波診断装置の合成画像生成部の穿刺針先端検出部の一実施例の詳
細を示すブロック図である。
【図３】図１に示す超音波診断装置の合成画像生成部の差分画像生成部で得られる差分画
像の一例を表す図である。
【図４】穿刺針の刺入軌跡を表示した超音波画像の一例を表す図である。
【図５】（Ａ）及び（Ｂ）は、それぞれ図２に示す穿刺針先端検出部で用いられる差分画
像及び差分画像に施す先端強調フィルタの一例を表す図である。
【図６】図１に示す合成画像生成部の時系列フレーム差分画像生成部の一実施例を示すブ
ロック図である。
【図７】図６に示す時系列フレーム差分画像生成部の穿刺針処理部の一実施例を示す機能
ブロック図である。
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【図８】（Ａ）、（Ｂ）及び（Ｃ）は、図７に示す穿刺針処理部のフィルタ適用処理部で
処理される１フレームの超音波画像、適用される穿刺針強調フィルタ及び処理後の穿刺針
強調超音波画像の一例を表す図である。
【図９】図６に示す時系列フレーム差分画像生成部の穿刺針処理部の他の実施例を示す機
能ブロック図である。
【図１０】図９に示す穿刺針処理部の穿刺針領域特定部及び穿刺針先端位置特定部の詳細
な構成を示した機能ブロック図である。
【図１１】（Ａ）は、本発明におけるＢモード画像、（Ｂ）は、（Ａ）に示すＢモード画
像に閾値処理をした後のエッジ画像、（Ｃ）は、（Ｂ）に示すエッジ画像にハフ変換を行
って特定した直線を重畳表示したエッジ画像、（Ｄ）は、（Ｃ）に示すエッジ画像に穿刺
針存在領域を重畳表示したエッジ画像の一例を表す図である。
【図１２】（Ａ）は、図１１（Ｄ）に示す穿刺針存在領域における先端位置特定方法を示
す模式図、（Ｂ）は、（Ａ）による穿刺針の先端位置と穿刺針の始点とを結んだ直線を表
す模式図である。
【図１３】本発明の超音波画像生成方法の要部の一例を示すフローチャートである。
【図１４】（Ａ）及び（Ｂ）は、２つの時系列フレームの超音波画像、（Ｃ）は、（Ａ）
及び（Ｂ）に示す超音波画像の差分画像、並びに（Ｄ）は、（Ｃ）に示す差分画像に施す
ルックアップテーブル処理のための先端強調フィルタ、（Ｅ）は、（Ｃ）に示す差分画像
のルックアップテーブル処理画像の一例を表す図である。
【図１５】図１４（Ｄ）に示す先端強調フィルタのフィルタ係数を決定するベースとなる
ガウスフィルタの一例を表す図である。
【図１６】図１４（Ｃ）に示す差分画像の２値化処理後の穿刺針の先端候補点の分布を表
す図である。
【図１７】本発明の超音波画像生成方法の要部の他の一例を示すフローチャートである。
【図１８】本発明の超音波診断装置の診断装置本体の他の実施形態の構成を模式的に示す
ブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　本発明に係る超音波診断装置及び超音波画像生成方法を、添付の図面に示す好適実施形
態に基づいて以下に詳細に説明する。
【００２０】
　図１は、本発明の超音波画像生成方法を実施する本発明の超音波診断装置の一実施形態
の構成を模式的に示すブロック図であり、図２は、図１に示す超音波診断装置の合成画像
生成部の穿刺針先端検出部の一実施例の詳細を示すブロック図である。
　本発明の超音波診断装置１０は、図１に示すように、被検体、特に穿刺針等の穿刺器具
が刺入された被検体に対して超音波を照射（送信）し、被検体及び穿刺器具から反射され
る超音波（エコー）を受信して得られたエコー信号から超音波画像、特に穿刺器具の先端
部を合成した超音波画像を生成して表示し、超音波画像診断に供する装置であって、超音
波プローブ１２と、この超音波プローブ１２が接続される診断装置本体１４と有する。以
下では、穿刺器具として、穿刺針を代表例として説明するが、本発明は、これに限定され
るわけではない。
【００２１】
　超音波プローブ１２は、探触子とも呼ばれ、被検体に押し当てて用いられ、超音波を送
受信し、受信エコー信号を診断装置本体１４に出力するもので、プローブ本体１６と、通
信ケーブル１８と、穿刺アダプタ２０と、を有する。
　プローブ本体１６は、電気信号を超音波に変換して照射（送信）すると共に、被検体か
ら反射された超音波を受信して電気信号（エコー信号）に変換する変換器であって、基本
的に、公知の超音波プローブであり、リニアスキャン方式、コンベックススキャン方式、
セクタスキャン方式等いずれの方式の超音波プローブであってもよい。
　なお、プローブ本体１６の詳細な構成については、後述する。
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【００２２】
　プローブ本体１６は、超音波の送信及び受信を行なうための超音波送受信面（図示せず
）を有し、この超音波送受信面と逆側に通信ケーブル１８が接続され、超音波送受信面の
一方の側面には、穿刺アダプタ２０が配置されている。
　通信ケーブル１８は、プローブ本体１６からエコー信号を診断装置本体１４に伝送する
ためのものである。
【００２３】
　穿刺アダプタ２０は、超音波診断装置１０を用いて穿刺術を行なう際に、穿刺針等の穿
刺器具を被検体に刺入させるためのガイドとなるものである。穿刺アダプタ２０には、穿
刺針を被検体に一定の角度で刺入させるためのガイド溝が形成されており、穿刺針は、こ
のガイド溝に沿って刺入されることで、被検体に一定の角度で刺入される。すなわち、被
検体に対する穿刺アダプタ２０のガイド溝の角度により、穿刺針が被検体に刺入される角
度（以下、刺入角度という）が決まる。穿刺アダプタ２０のガイド溝は、被検体に対して
する角度を変化させることができ、刺入角度を調節することができるようになっている。
　穿刺アダプタ２０は、プローブ本体１６と物理的に接続されているのみならず、電気的
にも接続されているのが好ましい。この場合には、穿刺アダプタ２０に刺入角度に関する
情報を保持させることができる。このような穿刺アダプタ２０がプローブ本体１６と物理
的に接続されると電気的にも接続されるので、刺入角度を表す信号をプローブ本体１６に
出力することができる。また、穿刺アダプタ２０は、被検体に対する溝の角度が変更され
る毎に現在の刺入角度を表す信号をプローブ本体１６に出力することができる。
【００２４】
　図１に示すように、プローブ本体１６は、複数の超音波トランスデューサ３４と、複数
の受信信号処理部３６と、送信駆動部３８と、送信制御部４０と、受信制御部４２と、プ
ローブ制御部４４とを有する。
　複数の超音波トランスデューサ３４は、１次元又は２次元の振動子アレイを構成するも
ので、複数のトランスデューサ３４の各々に対応して複数の受信信号処理部３６がそれぞ
れ接続されている。また、複数のトランスデューサ３４に送信駆動部３８を介して送信制
御部４０が接続され、複数の受信信号処理部３６に受信制御部４２が接続され、これら送
信制御部４０および受信制御部４２にプローブ制御部４４が接続されている。
　また、受信信号処理部３６は診断装置本体１４のデータ格納部４６に、プローブ制御部
４４は、本体制御部５４に、通信ケーブルを介して、それぞれ接続されている。
【００２５】
　複数のトランスデューサ３４は、それぞれ送信駆動部３８から供給される駆動信号に従
って超音波を被検体に向けて送信すると共に、被検体からの超音波エコーを受信して受信
信号を出力する。各トランスデューサ３４は、例えば、ＰＺＴ（チタン酸ジルコン酸鉛）
に代表される圧電セラミックや、ＰＶＤＦ（ポリフッ化ビニリデン）に代表される高分子
圧電素子等からなる圧電体の両端に電極を形成した振動子によって構成される。
　そのような振動子の電極にパルス状又は連続波の電圧を印加すると、振動子の圧電体が
伸縮し、それぞれの振動子からパルス状又は連続波の超音波が発生して、それらの超音波
の合成により超音波ビームが形成される。また、それぞれの振動子は、伝搬する超音波を
受信することにより伸縮して電気信号を発生し、それらの電気信号は、超音波の受信信号
として出力される。
【００２６】
　送信駆動部３８は、例えば、複数のパルサを含んでおり、送信制御部４０によって選択
された送信遅延パターンに基づいて、複数のトランスデューサ３４から送信される超音波
が被検体内の組織のエリアをカバーする幅広の超音波ビームを形成するようにそれぞれの
駆動信号の遅延量を調節して複数のトランスデューサ３４に供給する。
【００２７】
　各チャンネルの受信信号処理部３６は、受信制御部４２の制御の下で、対応するトラン
スデューサ３４から出力される受信信号に対して増幅およびデジタル（Ａ／Ｄ）変換処理
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を施し、更に直交検波処理又は直交サンプリング処理を施すことにより複素ベースバンド
信号を生成し、複素ベースバンド信号をサンプリングすることにより、組織のエリアの情
報を含むサンプルデータを生成する。受信信号処理部３６は、複素ベースバンド信号をサ
ンプリングして得られるデータに高能率符号化のためのデータ圧縮処理を施すことにより
サンプルデータを生成してもよい。
　なお、本明細書では、信号は、ハードウエアにおいて主に信号レベル（信号値）をも表
すものとしても用いられ、データは、ソフトウエアにおいて処理されるもので、大きさ（
データ値）を表すものとしても用いられる。
　プローブ制御部４４は、診断装置本体１４から伝送される各種の制御信号に基づいて、
プローブ本体１６の各部の制御を行う。
【００２８】
　一方、図１に示すように、診断装置本体１４は、データ格納部４６と、合成画像生成部
４８と、表示制御部５０と、表示部５２と、本体制御部５４と、操作部５６と、格納部５
８とを有する。
　診断装置本体１４において、データ格納部４６には、合成画像生成部４８が接続されて
おり、また、プローブ本体１６の複数の受信信号処理部３６が接続されている。合成画像
生成部４８には、表示制御部５０を介して表示部５２が接続されている。合成画像生成部
４８及び表示制御部５０には、本体制御部５４が接続されている。さらに、本体制御部５
４には、操作部５６と、格納部５８とがそれぞれ接続されている。
【００２９】
　データ格納部４６は、メモリまたはハードディスク等によって構成され、通信ケーブル
１８を介して超音波プローブ１２の受信信号処理部３６から時系列的に伝送される少なく
とも１フレーム分のサンプルデータを格納する。
　合成画像生成部４８は、データ格納部４６から読み出される１フレーム毎のサンプルデ
ータに受信フォーカス処理を施して、１フレームのＢモード画像である超音波画像の画像
データ（Ｂモード画像信号）、特に穿刺針の先端部が表示強調された先端画像が合成され
た合成超音波画像などの超音波診断画像の画像データ（画像信号）を生成する。
　なお、本明細書では、画像を各画素の画像データ又は画像信号の集合体であるとみなす
ことができるので、画像を表す画像データ又は画像信号の集合体を単に画像ともいう。
　合成画像生成部４８の詳細については、後述する。
【００３０】
　表示制御部５０は、合成画像生成部４８によって生成された超音波画像の画像信号に基
づいて、表示部５２に、超音波画像、特に穿刺針先端部が表示強調された超音波診断画像
を表示させる制御をするためのもので、ＤＳＣ（digital scan converter：デジタル・ス
キャン・コンバータ）を有する。表示制御部５０では、このＤＳＣにおいて、超音波画像
の画像信号を、通常のテレビジョン信号の走査方式に従う画像信号に変換（ラスター変換
）し、階調処理等の必要な画像処理を施すことにより、表示部５２に表示させるための表
示用画像信号に変換する。
　表示部５２は、表示制御部５０で変換された表示用画像信号に基づいて超音波画像を表
示するためのもので、例えば、ＬＣＤ等のディスプレイ装置やモニタを含んでおり、表示
制御部５０の制御の下で、表示強調処理された穿刺針の先端部を超音波画像に重ねて表示
する。
【００３１】
　操作部５６は、オペレータが超音波診断装置１０を動作させるための入力操作を行うた
めのもので、撮影メニュー、撮影条件等を設定し、被検体の撮像を指示する部位である。
操作部５６には、撮影メニュー、撮影条件などを設定するための入力キー、ダイヤルボタ
ン、トラックボール、タッチパネル等の入力手段が設けられる。
　また、操作部５６は、ターゲット（目的部位）の位置の入力／設定、及び、刺入角度の
設定の指示を入力するための機能も有する。さらに、操作部５６は、穿刺針の刺入位置の
指示を入力する機能を有していても良い。操作部５６は、入力されたターゲットの位置の
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設定の指示、及び刺入角度の設定の指示、さらには、刺入位置の指示等を本体制御部５４
に供給する。
【００３２】
　本体制御部５４は、合成画像生成部４８及び表示制御部５０を始めとして診断装置本体
１４内の各部の制御を行うものである。本体制御部５４は、通信ケーブル１８を介してプ
ローブ本体１６のプローブ制御部４４と接続されており、プローブ本体１６の動作を制御
する制御信号をプローブ制御部４４に供給する。
　格納部５８は、メモリ又はハードディスク等によって構成され、本体制御部５４によっ
て制御される合成画像生成部４８及び表示制御部５０を始めとして診断装置本体１４内の
各部を動作させるための動作プログラムを格納する。本体制御部５４は、必要に応じて、
格納部５８から、診断装置本体１４内の各部を動作させるための動作プログラムを読み出
し、読みだした動作プログラムに従って診断装置本体１４内の各部を動作させる。
【００３３】
　合成画像生成部４８は、画像生成部６４と、時系列フレーム画像記憶部（以下、単に画
像記憶部ともいう）６６と、時系列フレーム差分画像生成部（以下、単に差分画像生成部
ともいう）６８と、穿刺針先端検出部（以下、単に先端検出部ともいう）７０と、画像合
成部７２と、を有する。
　画像生成部６４は、データ格納部４６から読み出される１フレーム毎のサンプルデータ
から断層画像情報であるＢモード画像信号を生成するためのもので、整相加算部６０と、
画像処理部６２とを有する。
　整相加算部６０は、本体制御部５４において設定された受信方向に応じて、予め記憶さ
れている複数の受信遅延パターンの中から１つの受信遅延パターンを選択し、選択された
受信遅延パターンに基づいて、データ格納部４６から読み出された１フレーム毎のサンプ
ルデータによって表される複数の複素ベースバンド信号にそれぞれの遅延を与えて位相を
合わせてから加算(整相加算)することにより、受信フォーカス処理（ビームフォーミング
）を行う。整相加算部６０では、この受信フォーカス処理により、１フレーム毎に超音波
エコーの焦点が絞り込まれたベースバンド信号（音線信号）、いわゆる１フレーム毎のエ
コー信号が生成される。
【００３４】
　画像処理部６２は、整相加算部６０によって生成される１フレーム毎のエコー信号（音
線信号）に基づいて、被検体内の組織に関する断層画像情報であるＢモード画像信号を生
成する。画像処理部６２は、帯域通過フィルタ、ＳＴＣ（自己補正型タイミング制御：se
nsitivity time control）部を備える高周波増幅器、対数増幅器及び輝度変換器等を含ん
でいる。
　ここで、帯域通過フィルタは、超音波エコーの伝播時間に応じて通過帯域を変化させ、
Ｓ／Ｎ比を向上させる。高周波増幅器のＳＴＣ部は、伝播時間に応じて増幅する利得を制
御して、エコー信号（音線信号）に対して、超音波の反射位置の深度に応じて、距離によ
る減衰の補正を施す。対数増幅器は、広い範囲にわたって変動するエコー信号の振幅の変
動範囲を圧縮して増幅する。輝度変換器は、この振幅を輝度に変換してエコー信号を輝度
変調のかかった１本の輝線で表示する、断層画像情報である１フレーム毎のＢモード画像
信号を生成する。
【００３５】
　時系列フレーム画像記憶部６６は、複数のフレームの画像を表すＢモード画像信号を、
時系列フレームの画像として時系列的に記憶するメモリであり、データ格納部４６と同様
に、メモリまたはハードディスク等によって構成される。
　時系列フレーム差分画像生成部６８は、画像記憶部６６に記憶される２つの時系列フレ
ームの画像（Ｂモード画像信号）間の差分を求めて、差分画像（差分画像信号）を生成す
る。
　なお、差分画像生成部６８の好ましい詳細な構成については、後述する。
【００３６】
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　穿刺針先端検出部７０は、本発明の最も特徴とする部分であって、差分画像生成部６８
で生成された差分画像から先端検出処理を行い、例えば、差分画像の各画素の輝度差を用
いて穿刺針先端部を含む１以上の先端候補を検出し、検出された先端候補に対して表示強
調処理を行い、表示強調処理された先端画像を生成するためのものである。
　先端検出部７０では、図３に示すように、差分画像１００において、刺入される穿刺針
１０２を生成すると、穿刺針１０２の先端部１０４の移動した部分が差分として得られる
ので、穿刺針１０２の穿刺で一番重要な先端部１０４のみを検出することが可能となる。
先端検出部７０では、穿刺針１０２の先端部１０４に該当する１つの先端候補１０６のみ
を検出するのが最も好ましいが、通常、差分画像１００には、穿刺針１０２以外の穿刺対
象の動きやノイズ等があるために、複数の先端候補１０６が検出されてしまい、穿刺針１
０２の先端部１０４に該当する１個の先端候補のみを必ずを検出できるわけではないこと
は、上述した通りである。
【００３７】
　そこで、本発明においては、先端検出部７０で検出された先端候補が、１個又は所定個
数、例えば６個以下である場合には、それらの先端候補に対して、表示強調処理として、
例えば色付け処理をし、かつ／又は輝度を挙げる処理をして、カラー及び／又は高輝度先
端画像を生成するのが好ましい。なお、先端検出部７０で検出された先端候補が多い、例
えば６個超である場合には確度の低い先端候補を除いて、１個以上６個以下の先端候補に
絞り込むのが好ましく、もちろん、１個の先端候補に絞り込むのが最も好ましく、絞り込
まれた先端候補に対して、同様に、表示強調処理をして、カラー及び／又は高輝度先端画
像を生成するのが好ましい。
　なお、先端検出部７０の詳細な構成については、後述する。
【００３８】
　画像合成部７２は、画像処理部６２で生成されたＢモード画像である超音波画像に、先
端検出部７０で生成された先端画像（穿刺針先端部強調画像）を合成して合成超音波画像
を生成するものである。
　こうして、画像合成部７２で生成された合成超音波画像（画像信号）は、表示制御部５
０に伝送される。
【００３９】
　図示例の超音波診断装置１０の診断装置本体１４では、表示制御部５０にＤＳＣが備え
られており、画像合成部７２で合成された合成超音波画像（画像信号）を表示部５２に表
示させるための表示用画像信号に変換しているが、本発明はこれに限定されず、画像合成
部７２にＤＳＣを備えておき、このＤＳＣにおいて、画像合成部７２で合成された合成超
音波画像（画像信号）を、通常のテレビジョン信号の走査方式に従う画像信号に変換（ラ
スター変換）し、階調処理等の必要な画像処理を施すことにより、モニタ表示用Ｂモード
画像信号を生成しても良い。
　また、画像処理部６２に、ＤＳＣを備えておき、このＤＳＣにおいて、ＳＴＣ部によっ
て補正されたエコー信号（音線信号）や、輝度変調されたＢモード画像信号を、通常のテ
レビジョン信号の走査方式に従う画像信号に変換（ラスター変換）し、階調処理等の必要
な画像処理を施すことにより、モニタ表示用Ｂモード画像信号を生成しても良い。この場
合に、表示用画像信号を穿刺針の先端部の検出に用いれば、表示制御部５０及び画像合成
部７２にＤＳＣが備えられていなくても良い。
【００４０】
　次に、本発明の最も特徴とする穿刺針先端検出部７０の詳細な構成について説明する。
　穿刺針先端検出部７０は、図２に示すように、先端候補検出部７４と、先端候補処理部
７６と、先端候補記憶部７８と、穿刺針情報及び条件記憶部（以下、単に情報記憶部とい
う）８０とを有する。
　先端候補検出部７４は、差分画像生成部６８で生成された差分画像に対して先端検出処
理を行い、穿刺針の先端部を含む１以上の先端候補を検出するためのものであり、候補点
抽出処理部（以下、抽出処理部ともいう）８２と、先端候補特定処理部（以下、特定処理
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部ともいう）８４とを有する。
【００４１】
　候補点抽出処理部８２は、先端検出処理の１つとして、まず差分画像の輝度差や輝度値
に基づいて所定条件の輝度差分値を有する点、例えば、２値化処理や、フィルタ処理や、
階調処理等のためのＬＵＴ（ルックアップテーブル）処理をして、周辺部分の輝度に対し
て所定輝度差以上又は以下の領域や部分（画素の集合部分）、若しくは、所定輝度値以上
又は以下の領域を、穿刺針の先端候補点として抽出する。
　なお、抽出処理部８２においては、差分画像で輝度差等に応じて検出された先端候補点
や領域の密度や大きさに基づいて、穿刺針の先端候補を選別して抽出するのが好ましい。
具体的には、メディアンフィルタ処理や、所定の点の近傍画素の輝度和を求め輝度和が大
きい箇所や、所定の閾値を超える部分を先端候補点として抽出しても良いし、先端候補と
しても良い。
【００４２】
　また、抽出処理部８２においては、先端候補記憶部７８に記憶されている、過去に検出
された先端候補の位置を参照して、先端候補抽出領域を予め設定してから、ＬＵＴ処理を
行うのが好ましい。特に、抽出処理部８２においては、過去に検出された２個点以上の穿
刺針の先端候補を結ぶ直線近傍上の領域より、ある一定以上の輝度差の領域を穿刺針の先
端候補点として抽出しても良いし、先端候補として検出しても良い。
　こうすることにより、穿刺針の進む動きや方向を考慮して先端候補点や先端候補を探す
ことができるので、より正確な先端候補点の抽出処理や先端候補の検出処理をすることが
できる。
【００４３】
　先端候補特定処理部８４は、抽出処理部８２で穿刺針の先端候補点が複数抽出された場
合に、先端検出処理の１つとして、確度の低い先端候補点を除去する処理を行って、例え
ば、相関の高い領域の中心点のみを先端候補として特定することにより、先端候補点の数
を所定数、例えば、１個以上で６個以下、最も好ましくは１個に絞り込み、絞り込まれた
先端候補点を検出すべき先端候補として特定する。
　このような確度の低い先端候補点を除去する処理としては、抽出処理部８２でＬＵＴ処
理した後、先端候補点が複数残る場合には、特定処理部８４において、過去に検出された
複数の先端候補の位置点との距離が最小となる点から先端候補点を絞るのが好ましい。即
ち、過去の穿刺針の先端候補の検出結果を複数、先端候補記憶部７８に保存しておき、例
えば、図４に示すように、５フレーム分の検出結果点（先端候補）と、現在検出した先端
候補点のうち、２点間の距離が最小となる候補点を現在の検出結果としてもよい。このよ
うな方法は、図４に示すように、抽出処理部８２で単純な先端候補点の抽出において、複
数の先端候補点が抽出された時に、特定処理部８４で先端候補点を絞り込む時に有効であ
る。
【００４４】
　特定処理部８４は、抽出処理部８２で抽出された穿刺針の先端候補点が、所定数、例え
ば上述したように、１個以上で６個以下である場合には、それらの候補点をそのまま検出
すべき穿刺針の先端候補として特定しても良いし、より少ない個数、好ましくは、１個に
なるまで絞り込んでも良い。
　なお、抽出処理部８２で抽出される先端候補点が、常に、先端候補検出部７４で検出す
べき先端候補の所定の個数より少なくなる場合には、例えば、１個以上で６個以下となる
場合には、特定処理部８４は設けなくても良い。
【００４５】
　なお、抽出処理部８２でＬＵＴ処理した結果、穿刺針の先端候補点を１個も抽出できな
かった場合には、先端候補記憶部７８に記憶されている、前回又は過去に検出された先端
候補を今回検出すべき先端候補点として抽出しても、先端候補として検出しても良いし、
過去に検出された先端候補から新たな先端候補点又は先端候補を推定しても良い。抽出処
理部８２で抽出又は推定された先端候補点は、特定処理部８４で、今回検出すべき先端候
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補として特定される。また、特定処理部８４で、過去に検出された先端候補自体、若しく
は推定された先端候補を、直接、今回検出すべき先端候補として特定しても良い。
　このような場合には、穿刺針の刺入による動きがなかったことが想定されるので、前回
又は過去に検出された先端候補を利用しても良いことが分かる。
【００４６】
　また、先端候補検出部７４において、現在のフレームで最適な先端候補を検出できなか
った時にも、先端候補記憶部７８に記憶されている、過去の検出結果を利用して表示部５
２に表示してもよい。例えば、過去の検出結果が複数点あれば、直線の式と穿刺針の刺入
する速度も求められるので、これら２つから推測される点を先端候補として表示しても良
い。或いは、先端候補検出部７４で最後に検出に成功した時の点をそのまま先端候補とし
て表示し続けるようにしてもよい。
　こうして、先端候補検出部７４は、所定数、例えば１個以上６個以下の先端候補を検出
する。なお、本発明において、先端候補検出部７４が検出する先端候補の個数を６個とす
るのが好ましいのは、本願発明者が、少なくとも６個の先端候補を検出しておけば、その
６個の中に穿刺針の先端部が含まれている確率が高いことを確認しているからである。
【００４７】
　上述した例では、抽出処理部８２や特定処理部８４では、先端検出処理として、２値化
処理や、フィルタ処理や、階調処理等のＬＵＴ処理が行われているが、本発明はこれに限
定されず、抽出処理部８２で抽出される穿刺針の先端候補点の個数を上記の所定数とする
ために、２値化処理後に階調処理等のＬＵＴ処理を行い、輝度差の大きい方から所定数選
択するようにしても良い。
　また、抽出処理部８２又は特定処理部８４のＬＵＴ処理に用いるＬＵＴを、画像生成部
６４で生成される超音波画像（Ｂモード画像）及び差分画像生成部６８で生成される差分
画像の少なくとも一方に応じて調整しても良い。即ち、ＬＵＴ処理では、穿刺針の刺入方
向に重み付けを与えた穿刺針先端部が含まれる大きさの先端強調フィルタを用いるのが好
ましい。このような先端強調フィルタは、差分画像に適用されるので、穿刺針の動きを検
出するフィルタということができる。
　このような、先端強調フィルタとしては、フィルタ形状を階段状として、穿刺針が刺入
される方向にある画素を重み付け加算に用いる形態のフィルタや、フィルタ形状を矩形と
し、穿刺針が刺入される方向にある画素のフィルタ係数を大とした重み付け加算を行う形
態のフィルタを用いることができる。
【００４８】
　ここで、先端検出部７０において、穿刺針の先端部の画像を含む差分画像及び差分画像
に施すＬＵＴ処理に用いる先端強調フィルタの一例を図５（Ａ）及び（Ｂ）に示す。
　図５（Ｂ）に示す縦８１×横８１のサイズを持つ先端強調フィルタは、図５（Ａ）に示
す差分画像における穿刺針の刺入方向に重み付けが与えられ、穿刺針先端部を含むサイズ
（大きさ）を持ち、刺入方向にある画素のフィルタ係数を大とした重み付け加算を行う矩
形のフィルタである。
　このような先端強調フィルタは、対象画素が中心に来るように縦横共に奇数画素となっ
ており、各画素のフィルタ係数は、次式（１）に示すガウス関数を適用して決定すること
ができる。即ち、図５（Ｂ）に示す先端強調フィルタは、次式（１）に示すガウス関数を
適用して生成されたフィルタである。
【００４９】
【数１】
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【００５０】
　ここで、ｆ（ｘ、ｙ）はフィルタ係数、μｘ、μｙはｘ、ｙ方向の平均、σｘ、σｙは
ｘ、ｙ方向の分散、ρは相関値であり、μｘ＝μｙ＝０、σｘ

２＝σｙ
２＝４０、ρ＝０

．９である。図５（Ｂ）は、フィルタのフィルタ係数の大小を、濃度の濃淡で表すもので
ある。このようにして、穿刺針が刺入される方向にある画素に対するフィルタ係数を大と
するフィルタ係数を作成することができる。
　図５（Ｂ）において、中央に近い程フィルタ係数は大きく、中央の画素を中心とした同
心楕円上のフィルタ係数は同一となっている。なお、図５（Ｂ）においては、理解の容易
性ために、同心楕円を、境界を付けて描いているが、図示のような境界が存在しているわ
けではないことは言うまでもない。楕円の長手方向は穿刺針の刺入方向と同方向である。
すなわち、穿刺針の刺入方向のフィルタ係数を大とすることで、穿刺針が存在する可能性
が高い位置にある画素のフィルタ係数を大とした重み付け加算を行う。
【００５１】
　このようにして作成された刺入角度に応じた縦横比を持つ先端強調フィルタを情報記憶
部８０に記憶しておく。
　本発明においては、刺入角度に応じて使用する先端強調フィルタを決定して、情報記憶
部８０に記憶しておき、先端候補検出部７４において、差分画像に対して、情報記憶部８
０に記憶されていた先端強調フィルタを用いて周囲の画素との重み付け加算を行う先端強
調処理を行うことにより、穿刺針の先端部の確度の高い候補である先端候補を検出するこ
とができる。
【００５２】
　なお、差分画像で検出された領域の密度や大きさを求める場合において、図５（Ｂ）に
示す先端強調フィルタのように、穿刺針の先端部が含まれるサイズのフィルタを以下のよ
うにして作成することができる。
　フィルタの穿刺針の先端部が含まれるサイズは、複数、例えば、穿刺針の太さに合わせ
て「大、中、小」、また、穿刺針の刺入角に合わせて「１０°、３０°、６０°」などの
１０°～６０°の間で複数種類用意していても良い。また、穿刺針のサイズ（Ｇ）や、穿
刺目的（ＦＮＡ（Fine Needle Aspiration Cytology：穿刺吸引細胞診）、ＣＮＢ（Core 
Needle Biopsy：針生検）、ＲＦＡ（Radiofrequency Ablation：ラジオ波焼灼）等）や、
刺入角度などの穿刺情報を利用してサイズ決定してもよい。
　また、上述したように、フィルタの重み付けは、ガウス関数などを利用しても良い。ま
た、この場合には、平均・分散・相関などで重みの割合をユーザが変更できるパラメータ
として用意しても良い。
【００５３】
　また、フィルタのサイズや重み付けフィルタの重みの変更は、ユーザが事前に設定画面
で選択しておいても良いし、または、ファンクションキーなどに機能を割り当て、超音波
プローブ１２の走査中に変更できるようにしても良い。
　なお、本発明に用いられる先端強調フィルタとしては、例えば、本出願人の出願に係る
同時継続出願である特願２０１０－２１６５１２号明細書「超音波画像生成装置および超
音波画像生成方法」に記載された穿刺器具強調処理に用いられる種々の穿刺器具強調フィ
ルタを挙げることができる。
【００５４】
　また、抽出処理部８２や特定処理部８４でＬＵＴ処理を行って、穿刺針の先端候補点の
抽出や先端候補の検出を行う場合には、差分画像から穿刺針の先端強調フィルタを適用し
たサイズで先端候補点周辺を色付けしてもよい。こうすることにより、色付けられた領域
内の先端候補点を先端候補として検出することができ、検出された先端候補が穿刺針の先
端部である確度や確率を上げることができる。
　さらに、先端候補検出部７４の抽出処理部８２及び／又は特定処理部８４は、表示部５
２に表示されたフレームに基づく差分画像において、表示フレームより過去の時刻に検出
された穿刺針の先端候補の近傍領域、好ましくは、表示フレームより過去の２時刻に検出
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された穿刺針の先端候補を結んだ直線の近傍領域を探索して、表示フレームに基づく差分
画像から穿刺針の先端候補を検出するのも好ましい。こうすることにより、対象部位に刺
入される穿刺針の動き、即ち移動を考慮して、穿刺針の先端部である確率の高い先端候補
を検出することができる。
【００５５】
　先端候補処理部７６は、表示部５２に表示した際に術者に識別し易くするために、先端
候補検出部７４で検出された１以上の所定数の先端候補又はその座標に対して表示強調処
理を行い、表示強調された穿刺針の先端候補の画像、即ち、穿刺針の先端候補が表示強調
された先端画像を生成するものである。
　先端候補処理部７６では、表示強調処理として、先端候補検出部７４で検出された穿刺
針の先端候補を色付けして、カラー表示するためのカラー先端画像を生成するのが好まし
く、又は、先端候補の輝度を上げて高輝度先端画像を生成するのが好ましく、若しくは、
先端候補を色付けした上で輝度を上げて高輝度カラー先端画像を生成するのも好ましい。
【００５６】
　なお、先端候補やその座標の色付けや高輝度化をする個数は、１個であるのが好ましい
が、２個以上でも良いし、過去に検出した先端候補やその座標を利用してもよい。また、
図４に示すように、先端候補処理部７６において、過去の時刻に検出した穿刺針の先端画
像も表示強調して表示部５２に重畳表示して、穿刺針の軌跡が表示されるようにしても良
い。
　穿刺針の先端候補やその座標の色付けや高輝度化をする領域は、先端候補の領域自体で
あっても良いし、先端候補の座標の任意領域、例えば、その座標を含む長方形、楕円形、
真円、正方形等の領域であってもよい。また、その領域の大きさは、事前に設定すること
ができ、また、ファンクションキーなどの割り当てにより、超音波プローブ１２の走査中
に変更してもよい。
　さらに、色付けや高輝度化をする領域は、先端候補検出部７４において先端候補を検出
する際の先端強調フィルタによる重みづけを利用してもよい。
【００５７】
　ここで、先端候補検出部７４において差分画像の輝度差の正負を判別しておき、先端候
補処理部７６では、先端候補検出部７４で判別された差分画像の輝度差の正負に応じて、
先端候補検出部７４で検出された穿刺針の先端候補を表示強調処理するのが好ましく、よ
り好ましくは、先端候補検出部７４で検出された穿刺針の先端候補を表示強調処理する色
相及び輝度を変更するのが良い。このように、表示強調処理された先端候補の色相及び輝
度を変更して表示部５２に表示することにより、例えば、差分画像の輝度差が正の場合に
は、対象部位への挿入時に穿刺針の先端部を視認することができ、負の場合には、穿刺針
を抜く時に穿刺針の先端部を視認することができるという効果を有する。
　また、先端候補検出部７４では差分画像の輝度差の正負を判別せず、先端候補処理部７
６において、輝度差の絶対値にて色付け又は高輝度化をしたカラー先端画像を生成して、
表示部５２に表示してもよい。
【００５８】
　先端候補記憶部７８は、メモリ又はハードディスク等によって構成され、先端候補検出
部７４で検出された先端候補（その位置（座標）や大きさ等）を記憶しておく記憶部であ
る。先端候補記憶部７８は、過去の時刻の複数の先端候補を記憶しておいても良い。
　先端候補記憶部７８は、記憶している過去の時刻の複数の先端候補を、先端候補検出部
７４における検出へのに利用に供するために先端候補検出部７４の抽出処理部８２や特定
処理部８４に出力すると共に、先端候補処理部７６における表示強調処理や、表示部５２
への表示に供するために、先端候補処理部７６にも出力する。
【００５９】
　穿刺針情報及び条件記憶部８０は、メモリ又はハードディスク等によって構成され、穿
刺針に関する情報、及び先端候補検出部７４において先端候補を検出する検出条件や検出
処理のための処理条件や、先端候補処理部７６において表示強調処理する処理条件等を記
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憶しておく記憶部である。ここで、穿刺針に関する情報とは、穿刺針の種類、太さ、刺入
位置（穿刺針が被検者に刺入される位置）、刺入角度（穿刺針が被検者に刺入される角度
）及び刺入経路、穿刺ターゲット（目的物や部位）等である。また、検出条件や処理条件
は、具体的には、先端候補検出部７４で抽出される先端候補点の抽出条件、例えば、差分
画像の輝度差や輝度値の大きさや、抽出点の密度や大きさ等の閾値等の条件や、抽出に使
用する各種のＬＵＴや先端強調フィルタ等の各種のフィルタや、そのサイズや重み等の条
件や、先端候補処理部７６における先端候補の先端候補の色付けや高輝度化や輝度上げ等
の先端候補の表示強調処理の内容や、その対象となる先端候補の領域の大きさや形状等の
処理条件である。
【００６０】
　情報記憶部８０は、ユーザからの操作部５６による入力等により穿刺針に関する情報や
先端候補の検出条件や処理条件を本体制御部５４を介して取得して記憶し、記憶されてい
る情報や条件を、先端候補検出部７４の抽出処理部８２や特定処理部８４に出力すると共
に、先端候補処理部７６にも出力する。
　先端検出部７０は、基本的に以上のように構成される。
【００６１】
　次に、図１に示す差分画像生成部６８の好ましい構成について説明する。
　図６は、図１に示す合成画像生成部の時系列フレーム差分画像生成部の一実施例を示す
ブロック図である。
　差分画像生成部６８は、図６に示すように、前処理部８６と、差分処理部８８と、を有
し、前処理部８６は、スペックルノイズ除去部９０と、層構造除去部９２と、穿刺針処理
部９４と、を有する。
【００６２】
　前処理部８６は、画像生成部６４で生成され、フレーム画像記憶部６６に記憶されてい
る２つの時系列フレームのＢモード画像信号間の差分画像を生成する前に、差分画像にお
ける穿刺針の先端部の検出の確度上げるために、差分処理の対象となる２つの時系列フレ
ームの内の少なくとも１つのフレームのＢモード画像信号（フレーム画像）に対して、ノ
イズや層構造の除去処理や、穿刺針強調処理や、穿刺針画像連結処理等の前処理を行うも
のである。なお、穿刺針強調処理や穿刺針画像連結処理等の信号処理は、ノイズ除去後の
Ｂモード画像信号に対して穿刺針を明確化するため行うものである。
　ところで、前処理部８６は、スペックルノイズ除去部９０、層構造除去部９２、及び穿
刺針処理部９４の全てを備えているのが好ましいが、少なくとも１つを備えるものであっ
てもよい。
【００６３】
　差分処理部８８は、スペックルノイズ及び層構造が除去された２つの時系列フレームの
Ｂモード画像信号（画像）間の差分を求めて、差分画像（差分画像信号）を生成する。
　ここで、差分処理部８８は、検査者や術者の手技等により、穿刺針の挿入速度が変わる
ので、差分画像を作成する２つの時系列フレーム間の時間差を調整できる機能を備え、２
つの時系列フレームのフレーム間隔を任意に設定可能であるのが好ましい。また、差分画
像を作成するための過去のフレームは２フレーム以上前の複数のフレームを用いるのが好
ましい。なお、差分画像（画素信号）には、差分値の絶対値をも含んでいても良い。
　なお、差分画像生成部６８は、前処理部８６及び差分処理部８８を備えているのが好ま
しいが、差分処理部８８を備えていれば、前処理部８６は、備えていなくても良い。
【００６４】
　スペックルノイズ除去部９０は、画像生成部６４で生成され、画像記憶部６６に記憶さ
れている２つの時系列フレームのＢモード画像信号（フレーム画像）の差分処理の前処理
として、これらのＢモード画像信号のスペックルパターンを軽減する信号処理を行い、ス
ペックルノイズを除去させる。このスペックルノイズ除去処理には、例えば、メディアン
フィルタを適用するのが好ましいが、空間コンパウンド法、周波数コンパウンド法、モフ
ォロジー処理等を適用しても良い。
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　層構造除去部９２は、スペックルノイズ除去部９０でスペックルノイズが除去されたＢ
モード画像信号に対して、層構造の除去処理を行い、穿刺針の方向に伸びる明るい線を除
去する。例えば、ＣＦＡＲ(Constant False Alarm Rate)処理およびＭＩＰ（Maximum int
ensity projection）処理を行う。ＣＦＡＲ処理としては、特開２００６－３０５３３７
号公報に記載の方法を用いることができる。
　こうして、層構造除去部９２で層構造の除去処理を行うことにより、穿刺針処理部９４
による後の信号処理において、穿刺針以外の連結部分を除去することができる。
【００６５】
　また、穿刺針処理部９４は、フレーム画像の穿刺針を明確化するために、穿刺針の方向
にぼかして穿刺針をつなげる信号処理や、穿刺針の特徴点から穿刺針をつなげる信号処理
を行う。したがって、穿刺針処理部９４は、穿刺針の方向にぼかして穿刺針をつなげる信
号処理を行う穿刺針強調処理部９４ａと、穿刺針の特徴点から穿刺針をつなげる信号処理
を行う穿刺針連結処理部９４ｂとの少なくとも一方を備えるものである。
　図７に、図６に示す時系列フレーム差分画像生成部の穿刺針処理部の一実施例である穿
刺針強調処理部を示す。
　穿刺針強調処理部９４ａは、図７に示すように、フィルタ適用処理部９６と、エッジ強
調処理部９８と、を備える。
【００６６】
　フィルタ適用処理部９６は、層構造除去部９２やスペックルノイズ除去部９０でスペッ
クルノイズや層構造等のノイズが除去されたＢモード画像信号に対して、ぼかしフィルタ
を適用するものである。即ち、フィルタ適用処理部９６は、情報記憶部８０に記憶された
刺入角度に基づいて、使用するぼかしフィルタを特定して情報記憶部８０から読み出し、
例えば、刺入角度が１０度の場合は、刺入角度１０度用のぼかしフィルタを読み出し、読
み出したぼかしフィルタをノイズ除去後のＢモード画像データに適用する。ここで用いら
れるぼかしフィルタは、穿刺針の刺入角度に合ったフィルタであるため、穿刺針が刺入さ
れる方向に画像をぼかして、途切れ途切れだった穿刺針画像の繋がりを良くすることがで
きる。
【００６７】
　エッジ強調処理部１０２は、ぼかしフィルタが適用されたＢモード画像データに対して
Ｂモード画像のエッジ強調処理を行う。この後、例えば、穿刺針に対して垂直方向の１次
元エッジ強調処理を行って、穿刺針のエッジを強調する。なお、差分処理部８８に出力す
る前に、穿刺針が刺入される方向に繋がりが良くなった、エッジを強調後のＢモード画像
（画像データ）と元のＢモード画像（画像データ）とを重畳合成して合成フレーム画像（
画像データ）を生成しても良い。これにより、組織内における穿刺針の全体像が明確化さ
れたフレーム画像を、差分処理部８８に出力することができる。
【００６８】
　なお、フィルタ適用処理部９６で穿刺針の方向にぼかす信号処理に用いられるぼかしフ
ィルタとしては、上述した先端検出部７０で使用する先端強調フィルタフィルタと同様に
、形状を階段状として、穿刺針が刺入される方向にある画素を重み付け加算に用いる形態
のフィルタや、フィルタ形状を矩形とし、穿刺針が刺入される方向にある画素のフィルタ
係数を大とした重み付け加算を行う形態のフィルタを用いることができる。ここで、この
ようなフィルタをぼかしフィルタとして用いる場合には、先端検出部７０で用いられる先
端強調フィルタを、フレーム画像における穿刺針の刺入方向に重み付けを与え、穿刺針を
含むサイズを持つように変更して穿刺針強調フィルタとして作成する必要がある。
　すなわち、フィルタ適用処理部９６では、ぼかしフィルタとして、図５（Ｂ）に示すよ
うに、フィルタ形状を矩形とし、穿刺針が刺入される方向にある画素のフィルタ係数を大
とした重み付け加算を行う態様の穿刺針強調フィルタを用いることもできる。
【００６９】
　このような穿刺針強調フィルタを、１フレームのＢモード画像（フレーム画像）に対し
て、穿刺針の刺入方向又は刺入角に合わせて適用した例を図８に示す。
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　図８（Ａ）、（Ｂ）及び（Ｃ）は、それぞれ、フレーム画像（Ｂモード画像）、穿刺針
強調フィルタ及び穿刺針強調画像を示す。
　ここで、図８（Ａ）に示すフレーム画像は、図７に示す穿刺針処理部９４ａのフィルタ
適用処理部９６で処理される、穿刺針強調処理を行っていない１フレームの超音波画像（
Ｂモード画像）である。
　図８（Ｂ）に示す穿刺針強調フィルタは、図８（Ａ）に示す１フレーム画像に適用され
る、縦に５５画素、横に６画素のサイズを持つ穿刺針強調フィルタである。
　図８（Ｃ）に示す穿刺針強調画像は、穿刺針強調フィルタを、フレーム画像に対して穿
刺針の刺入方向又は刺入角に合わせて適用して得られた穿刺針強調超音波画像であり、穿
刺針強調処理前のＢモード画像を刺入角度方向にぼかした画像となる。このため、図８（
Ｃ）に示すように、得られた穿刺針強調画像では、穿刺針がつながって表示される。
　なお、図８（Ａ）及び（Ｃ）は、穿刺針強調フィルタ処理による違いを分かりやすくす
るために、スペックルノイズ除去、層構造の除去およびエッジ強調は行っていない。
【００７０】
　このように、図８（Ｂ）に示す穿刺針強調フィルタは、図５（Ｂ）に示す先端強調フィ
ルタをベースとして、穿刺針強調フィルタのサイズとなるようにリニア補間することで、
穿刺針強調フィルタに用いられるフィルタ係数を生成することができる。すなわち、図５
（Ｂ）に示す縦８１×横８１のサイズを持つフィルタを、リニア補間することにより、図
８（Ｂ）に示す、縦に５５画素、横に６画素のサイズを持つ穿刺針強調フィルタを作成す
ることができる。こうして得られた縦に５５画素、横に６画素のサイズを持つ穿刺針強調
フィルタは、刺入角度１０度の場合における穿刺針強調フィルタである。刺入角度に応じ
てリニア補間による縦横比が決定される。この穿刺針強調フィルタにおいても、中心部の
フィルタ係数が最も大きく、次いで穿刺針が刺入される方向に沿ってフィルタ係数を大き
く分布させている。中心にある対象画素は、対象画素を中心とした周囲の縦５５画素×横
６画素を用いて重み付け加算される。各画素が持つ値に対し、この穿刺針強調フィルタの
フィルタ係数を乗じて重み付け加算を行った結果が対象画素の値となる。このようにして
作成された刺入角度に応じた縦横比を持つ穿刺針強調フィルタを情報記憶部８０に記憶し
ておく。
【００７１】
　本実施形態においては、刺入角度に応じて使用する穿刺針強調フィルタを決定し、決定
した穿刺針強調フィルタを用いて、周囲の画素との重み付け加算を行う穿刺針強調処理を
全画素に対して行い、穿刺針を強調処理した画像を生成することができる。
　なお、ここでは、縦５５画素、横６画素のサイズに変換する場合を例にとって説明した
が、異なるサイズを持つ穿刺針強調フィルタにおいても、ベースとなる図５（Ｂ）に示す
縦８１×横８１のサイズを持つフィルタに対してリニア補間をすることで、各穿刺針強調
フィルタのサイズに対応したフィルタ係数を生成することができる。
【００７２】
　このような穿刺針強調フィルタ等のぼかしフィルタとしては、穿刺針が途切れる間隔を
含む程度大きいサイズとするのが好ましい。このぼかしフィルタのサイズは、複数、例え
ば、穿刺針の太さに合わせて「大、中、小」、また、穿刺針の刺入角に合わせて「１０°
、３０°、６０°」などの１０°～６０°の間で複数種類用意していても良い。複数種類
用意していても良い。また、穿刺針のサイズ（Ｇ）や、穿刺目的（ＦＮＡ、ＣＮＢ、ＲＦ
Ａ等）や、刺入角度などの穿刺情報を利用してサイズ決定してもよい。
　また、穿刺針の方向にぼかす信号処理に用いる重み付けフィルタとしては、ガウスフィ
ルタなどを利用しても良い。また、この場合には、平均・分散・相関などで重みの割合を
ユーザが変更できるパラメータとして用意しても良い。
【００７３】
　また、ぼかしフィルタのサイズや重み付けフィルタの重みの変更は、ユーザが事前に設
定画面で選択しておいても良いし、または、ファンクションキーなどに機能を割り当て、
超音波プローブ１２の走査中に変更できるようにしても良い。
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　なお、ぼかしフィルタとしては、例えば、本出願人の出願に係る同時継続出願である特
願２０１０－２１６５１２号明細書「超音波画像生成装置および超音波画像生成方法」に
記載された穿刺器具強調処理に用いられる種々の穿刺器具強調フィルタを挙げることがで
きる。
　なお、フィルタ適用処理部９６で穿刺針の方向にぼかす信号処理としては、ぼかしフィ
ルタとして穿刺針強調フィルタを用いた穿刺針強調処理を挙げることができ、例えば、上
記特願２０１０－２１６５１２号明細書「超音波画像生成装置および超音波画像生成方法
」に記載された穿刺器具強調処理を適用することができる。
【００７４】
　即ち、ぼかしフィルタとしては、フィルタ形状を階段状とし、穿刺針が刺入される方向
にある画素を重み付け加算に用いる形態の穿刺器具強調フィルタも用いることができる。
すなわち、穿刺針強調処理を行う対象の画素（以下対象画素という）の値（画像データ）
を、対象画素の周囲にある特定の画素の値（画像データ）と重み付け加算する穿刺針強調
フィルタを用いることができる。この時、フィルタ適用処理部９６は、対象画素の位置を
順に異ならせ、Ｂモード画像中の全ての画素の画像データに対して、刺入角度に応じて決
定した穿刺針強調フィルタによる穿刺針強調処理を行う。
　このような穿刺針強調フィルタとしては、複数のフィルタ要素を１列として、刺入角度
に応じて列をずらしながら複数列を階段状に連結し、連結された複数列からなる複数のフ
ィルタ要素の中心、若しくは略中心にある要素を対象画素とし、対象画素のフィルタ係数
に対して両側に増加若しくは減少するフィルタ係数を持つフィルタなどを挙げることもで
きる。
　このような穿刺針強調フィルタのフィルタ係数は、例えば、次式（２）に示すガウスフ
ィルタを用いて生成される。
【００７５】
【数２】

【００７６】
　ここで、μは平均、σ２は分散、ｘは中心になる要素を０とした場合の図面縦方向の画
素の位置を表す。例えば、ｘ＝－１及びｘ＝１は中心要素の前後又は左右の隣接画素の位
置となる。このように、ガウスフィルタを用いて、各画素のフィルタ係数を決定すること
で、対象画素に近い位置にある画素のフィルタ係数をより増加させた重み付け加算を行う
ことができる。
【００７７】
　図９に、図６に示す時系列フレーム差分画像生成部の穿刺針処理部の一実施例である穿
刺針連結処理部を示す。
　穿刺針連結処理部９４ｂは、穿刺針の特徴点から穿刺針をつなげる信号処理を行うもの
である。このような信号処理としては、例えば、穿刺針の特徴点を利用し、ハフ変換など
で、直線を表示する処理や、穿刺針の特徴点を利用し、最小二乗誤差により直線をフィッ
ティングさせる処理や、穿刺針先端を表わす特徴点の位置座標を任意の期間中メモリに保
管し、全ての点を通る直線や曲線で結ぶ処理などを挙げることができる。
　このような穿刺針連結処理部９４ｂは、図９に示すように、穿刺針候補点抽出部１００
と、候補点位置記憶部１０２と、穿刺針領域特定部１０４と、穿刺針先端位置特定部１０
６と、穿刺針画像生成部１０８と、穿刺針連結画像生成部１１０と、を備える。
【００７８】
　穿刺針特徴点抽出部（以下、特徴点抽出部という）１００は、情報記憶部８０に記憶さ
れた穿刺針に関する情報及び層構造除去部９２やスペックルノイズ除去部９０でスペック
ルノイズや層構造等のノイズが除去されたＢモード画像データを用いて、穿刺針の特徴点
を抽出する。具体的には、Ｂモード画像データに対して、エッジ抽出フィルタを適用し、
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閾値処理を行って、エッジ画像データを作成して、エッジ画像データから穿刺針上の特徴
点を抽出する。穿刺針は、表面がなめらかで超音波の散乱が起こりにくいため、Ｂモード
画像中においては途切れ途切れで表示される。従って、穿刺針が存在するＢモード画像デ
ータに対して閾値処理を行えば、途切れ途切れとなった穿刺針の一部を表す特徴点が抽出
できる。穿刺針の特徴点を抽出する時間間隔は、ユーザが変更できる。なお、Ｂモード画
像中には、組織等の穿刺針以外に由来する高輝度点も存在するため、閾値処理で抽出され
る特徴点は、穿刺針由来のものだけではない。組織等に由来する穿刺針特徴点は、エッジ
画像に基づいて穿刺針の位置を特定する場合にノイズとなる。
【００７９】
　特徴点位置記憶部（以下、位置記憶部という）１０２は、特徴点抽出部１００によって
抽出された全ての穿刺針特徴点の位置を記憶し、穿刺針特徴点の位置を穿刺針領域特定部
（以下、領域特定部という）１０４へ出力する。
　領域特定部１０４は、位置記憶部１０２に記憶された複数の穿刺針特徴点の分布に基づ
き、穿刺針及び穿刺針の延長線を表す直線（穿刺針候補直線）を生成する。領域特定部１
０４は、生成した直線を含む領域を穿刺針が存在する領域として特定する。
　穿刺針先端位置特定部（以下、位置特定部という）１０６は、領域特定部１０４によっ
て特定された穿刺針が存在する可能性が高い領域の輝度情報に基づいて穿刺針の先端位置
を特定し、特定した先端位置を穿刺針画像生成部１０８へ出力する。
【００８０】
　穿刺針画像生成部１０８は、領域特定部１０４によって生成された穿刺針及び穿刺針の
延長線を表す直線と、位置特定部１０６によって特定された穿刺針の先端位置とに基づい
て、穿刺針を表す画像を生成して穿刺針連結画像生成部（以下、連結画像生成部という）
１１０へ出力する。穿刺針を表す画像は様々な形態からユーザが選択することができる。
例えば、穿刺針を直線で表す形態や、穿刺針の輪郭を表す形態や、点の集合として穿刺針
を表す形態等である。ここで、穿刺針の輪郭を表す場合は、情報記憶部８０から穿刺針情
報を読み出すことで穿刺針の輪郭を生成する。また、穿刺針を表す輝度等は、ユーザが設
定することができる。例えば、穿刺針を表す画像の輝度は、ユーザが好みの輝度としても
良いし、Ｂモード画像中にある穿刺針と思われる部分の輝度と同等程度の輝度としても良
い。
　連結画像生成部１１０は、層構造除去部９２から出力されたＢモード画像データに、穿
刺針画像生成部１０８によって生成された、つなげられた穿刺針を表す画像が重畳された
合成Ｂモード画像データを生成する。連結画像生成部１１０は、合成Ｂモード画像データ
を差分処理部８８へ出力する。
【００８１】
　図１０は、図９に示す穿刺針領域特定部１０４及び穿刺針先端位置特定部１０６のより
詳細な構成を示した機能ブロック図である。
　領域特定部１０４は、穿刺針直線生成部１１２及び穿刺針領域生成部１１４を有する。
　穿刺針直線生成部（以下、直線生成部という）１１２は、位置記憶部１０２から出力さ
れたＢモード画像中に分布した穿刺針特徴点に対してハフ変換を行い、穿刺針候補直線を
生成する。穿刺針候補直線は、穿刺針特徴点を最も多く通る直線である。直線生成部１１
２は、生成した穿刺針候補直線上にある点の位置座標を穿刺針領域生成部（以下、領域生
成部という）１１４へ出力する。
【００８２】
　領域生成部１１４は、直線生成部１１２によって生成された穿刺針候補直線を所定の幅
に広げ、穿刺針候補直線に含まれる領域を穿刺針が存在する領域（穿刺針存在領域）とし
て特定する。領域生成部１１４は、特定した穿刺針存在領域に含まれる点の位置座標を位
置特定部１０６へ出力する。
　位置特定部１０６は、平均輝度演算部１１６、最大輝度特定部１１８、最小輝度特定部
１２０及び穿刺針先端位置演算部１２２を有する。
【００８３】
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　図１１（Ａ）～（Ｄ）及び図１２（Ａ）～（Ｂ）を用いて、Ｂモード画像から穿刺針先
端位置の求める方法及び穿刺針を表す画像を生成する方法をより詳細に説明すると共に、
位置特定部１０６の各構成要素の機能についても説明する。
　図１１（Ａ）において、Ｂモード画像の左上端部を原点とし、左上端部から右上端部へ
の横軸をＸ軸、左上端部から左下端部への縦軸をＹ軸としたＸＹ直交座標系に画像が位置
する場合を考える。Ｂモード画像の左上端部から右上端部への方向をＸ軸の正の方向、Ｂ
モード画像の左上端部から左下端部への方向をＹ軸の正の方向とする。以下、特に説明が
なければ、画像に対するＸＹ直交座標系の定義は同様のものとする。
【００８４】
　図１１（Ａ）は、穿刺針を含む被検者のＢモード画像を示す。図１１（Ａ）中の穿刺針
は、途切れ途切れで表示され、穿刺針の正確な位置が分かりにくい。そこで、穿刺針連結
処理部９４ｂは、まず、図１１（Ａ）のようなＢモード画像から穿刺針が存在する可能性
が高い領域を特定し、その領域内における穿刺針を含む直線上の強度分布から、穿刺針の
先端位置を特定する。また、穿刺針連結処理部９４ｂは、穿刺針の先端位置を基に穿刺針
を表す画像を生成し、Ｂモード画像に重畳して、差分処理部８８に出力する。
　特徴点抽出部１００は、図１１（Ａ）に示すＢモード画像に対し、穿刺針の刺入角度に
応じたエッジ抽出フィルタ（重み付け加算フィルタ）の適用を行って、穿刺針の刺入角度
方向に画像の繋がりを良くする。また、特徴点抽出部１００は、エッジ抽出フィルタを適
用したＢモード画像に対して閾値処理を行い、閾値以上の輝度を持った特徴点（穿刺針特
徴点）のみが白く残るエッジ画像（図１１（Ｂ）参照）を作成する。直線生成部１１２は
エッジ画像中の穿刺針特徴点の分布から、穿刺針候補直線の位置を求める。
【００８５】
　図１１（Ｂ）に示すエッジ画像には、Ｂモード画像中で高輝度に表示されていた複数の
穿刺針特徴点が分布している。エッジ画像中に分布した各穿刺針特徴点は、穿刺針が存在
する位置に表れるものが、主に、穿刺針に由来する点であり、穿刺針が存在する位置に関
係なく、画面全体に表れるものが、組織等の穿刺針以外に由来する点である。組織等に由
来する穿刺針特徴点は、エッジ画像に基づいて穿刺針の位置を特定する場合にノイズとな
る。そこで、直線生成部１１２は、図１１（Ｂ）に示すようなノイズを含んだエッジ画像
に対してハフ変換を行い、穿刺針に由来する穿刺針特徴点を最も多く通る穿刺針候補直線
を生成する。エッジ画像がノイズを含んでいても、穿刺針に由来する穿刺針特徴点は直線
的な繋がりがあるため、ハフ変換により穿刺針由来の穿刺針特徴点による直線的な繋がり
に沿った直線が生成できる。生成した穿刺針候補直線１３０をエッジ画像データに重ねて
表示した画像が、図１１（Ｃ）に示される。図１１（Ｃ）の穿刺針候補直線１３０が、穿
刺針及び穿刺針の延長線を表す。
【００８６】
　穿刺針及び穿刺針の延長を表した穿刺針候補直線１３０は、穿刺針と、穿刺針でない部
分との境界が不明なため、穿刺針候補直線１３０上における穿刺針と穿刺針でない部分と
の境界位置、すなわち穿刺針の先端位置を求める。図１１（Ｄ）は、ハフ変換によって生
成した穿刺針候補直線１３０を、領域生成部１１４によって所定の幅に広げて領域１３２
を重畳表示したエッジ画像を表す。領域１３２は、穿刺針候補直線１３０を含んだ領域で
ある。領域生成部１１４は、領域１３２を穿刺針が存在する穿刺針存在領域と特定する。
ハフ変換によって抽出された穿刺針候補直線１３０は、穿刺針由来の穿刺針特徴点を多数
通る直線であるため、多数の穿刺針特徴点が含まれる領域が穿刺針存在領域１３２として
特定される。穿刺針連結処理部９４ｂは、このようにして領域１３２を作成し、穿刺針が
存在する可能性が高い領域を絞りこむ。ここで穿刺針候補直線１３０を広げる所定の幅と
は、情報記憶部８０から読みだした穿刺針の太さとしても良いし、Ｂモード画像またはエ
ッジ画像を見ながらユーザが設定しても良い。
【００８７】
　次に、位置特定部１０６の平均輝度演算部１１６は、領域１３２の長手方向が水平とな
るまで図１１（Ｄ）に示すエッジ画像を回転させ、領域１３２の長手方向をＸ’軸、領域
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１３２の短手方向をＹ’軸としてＸ’Ｙ’直交座標系を定義する。平均輝度演算部１１６
は、領域１３２内において、Ｙ’座標方向に並んだ点（Ｘ’座標の値が同じ点）の加算平
均を行う。図１２（Ａ）は、領域１３２から先端位置を特定する方法を示すため、エッジ
画像中の領域１３２と、領域１３２内の穿刺針を含む直線上（領域１３２内のＸ’座標の
値が同じ点を加算平均した結果１次元となった領域１３２）の平均輝度の分布を示すグラ
フとを対応させて描いた図である。図１２（Ａ）に示すグラフは、横軸をＸ’座標上の位
置、縦軸を平均輝度として領域１３２における走査方向（Ｘ’方向）から見た平均輝度分
布を表したグラフである。最大輝度特定部１１８及び最小輝度特定部１２０は、図１２（
Ａ）に示すグラフに基づいて、平均輝度の最大値及び最小値を求める。なお、図１２（Ａ
）に示すグラフは、説明を分かりやすくするために簡略化して描かれている。
【００８８】
　穿刺針先端位置演算部（以下、位置演算部）１２２は、図１２（Ａ）に示す領域１３２
内におけるＸ’座標上の位置と平均輝度との関係を表したグラフに対し、Ｘ’座標の最大
値側から原点側に向かって平均輝度の値を調べ、穿刺針の先端位置を特定する。具体的に
は、位置演算部１２２は、穿刺針が存在しないため最小値付近の値を示していた平均輝度
が、大きく増加して最大値と最小値との差分に対して初めて８割の輝度となった点１３４
を穿刺針の先端位置として特定する。ここで、Ｘ’座標の最大値側から調べる理由は、穿
刺針が存在しないと予想される側から調べることで、輝度の大幅な変化を穿刺針の先端位
置として特定することができるためである。原点側から調べると、穿刺針が途切れる位置
で平均輝度は最小値付近の値を示し、その次に、穿刺針が検出された点を先端と特定する
可能性がある。なお、ここでは穿刺針の先端を実質的に特定できる点として経験的に望ま
しい点である、最大値と最小値との差分に対して８割の点を穿刺針の先端位置としたが、
必ずしも８割でなくても良い。しかし、あまり平均輝度の最小値側に近い点を設定すると
、ノイズを先端位置としてしまう可能性があるため、平均輝度の最大値と最小値の差分に
対して５割以上の点が望ましい。
【００８９】
　領域１３２内において、穿刺針が存在しない領域の平均輝度は、おおよそ０となる。そ
のため、穿刺針が存在しないＸ’座標の最大値側から０側に向かって平均輝度の値を調べ
ると、しばらく０付近の値が続く。穿刺針が存在しない領域から穿刺針が存在する領域に
入ると、平均輝度は、急激に大きくなる。これは、穿刺針が、高輝度で検出されるためで
ある。位置演算部１２２は、このような穿刺針の有無による平均輝度の変化に基づいて穿
刺針の先端位置である点１３４を特定する。穿刺針の先端位置である点１３４を特定した
穿刺針先端位置演算部１２２は、Ｘ’Ｙ’直交座標系をＸＹ直交座標系に変換し、点１３
４のＸ座標及びＹ座標を求める。
【００９０】
　穿刺針画像生成部１０８は、穿刺針候補直線１３０と、穿刺針の先端位置１３４とに基
づいて、穿刺針を表す直線を生成する。具体的には、穿刺針候補直線１３０を、Ｘ座標０
の位置から、穿刺針の先端位置１３４のＸ座標と同じＸ座標を持つ穿刺針候補直線１３０
上の点１３６までの線分として、穿刺針を表す直線である線分１４０を生成する。図１２
（Ｂ）は、穿刺針画像生成部１０８が生成した線分１４０を描いた模式図である。図１２
（Ｂ）中の点１３８は、穿刺針候補直線１３０がエッジ画像の左辺と交わる点である。
【００９１】
　穿刺針連結処理部９４ｂは、穿刺針の先端位置の検出及び穿刺針を表す画像の生成を所
定の時間間隔で繰り返し、最も新しく生成した穿刺針を表す画像を、Ｂモード画像に重畳
して、差分処理部８８に出力する。穿刺針連結処理部９４ｂは、穿刺針の先端位置を特定
し、生成した穿刺針画像（穿刺針を表す画像）をＢモード画像に重畳することで、穿刺針
の位置が明確となったフレーム画像を差分処理部８８に出力することができる。
　なお、穿刺針をつなげる穿刺器具連結処理としては、例えば、本出願人の出願に係る同
時継続出願である特願２０１０－２１６７６４号明細書「音波画像生成装置および超音波
画像生成方法」に記載されたた穿刺針連結処理を適用することができる。



(24) JP 5645628 B2 2014.12.24

10

20

30

40

50

　穿刺針連結処理部９４ｂにおいて行う穿刺針連結処理を、先端検出部７０で行うＬＵＴ
処理としておこなっても良い。
　本発明の超音波画像診断装置は、基本的に以上のように構成される。
【００９２】
　以下に、本発明の超音波画像診断装置の作用及び本発明の超音波画像生成方法について
説明する。
　図１３は、本発明の超音波画像生成方法の要部の一例を示すフローチャートであり、差
分画像の生成ステップから穿刺針の先端候補が色付けされた先端画像がＢモード画像に重
畳された合成画像のを生成ステップまでを示す。
　まず、操作者は、超音波プローブ１２の超音波送受信面を被検体の表面に当接する。こ
の状態で、プローブ本体１６の送信駆動部３８から供給される駆動信号に従って複数のト
ランスデューサ３４から超音波が送信され、被検体からの超音波エコーを受信した各トラ
ンスデューサ３４から出力された受信信号がそれぞれ対応する受信信号処理部３６に供給
されてサンプルデータが生成され、通信ケーブル１８を介して診断装置本体１４へ伝送さ
れてデータ格納部４６に格納される。さらに、データ格納部４６から１フレーム毎のサン
プルデータが読み出され、合成画像生成部４８の画像生成部６４で１フレーム毎のＢモー
ド画像データが生成され、時系列フレームのＢモード画像データがフレーム画像記憶部６
６に記憶される。
【００９３】
　次に、図１３に従って、穿刺針の先端候補が表示強調処理として色付けされた先端画像
がＢモード画像に重畳された合成画像を生成する。
　図１３に示すように、まず、ステップＳ１０において、フレーム画像記憶部６６から読
みだされた、図１４（Ａ）及び（Ｂ）に示す現フレームより前のフレームと現フレームと
の２つの時系列フレームのＢモード画像データから、差分画像生成部６８で差分処理を行
い、図１４（Ｃ）に示すフレームの差分画像を生成する。
【００９４】
　次に、ステップＳ１２において、先端検出部７０の先端候補検出部７４の候補点抽出部
８２で、図１４（Ｄ）に示す先端強調フィルタを適用したＬＵＴ処理を行い、先端候補点
を抽出する。図１４（Ｄ）に示す先端強調フィルタは、穿刺針の刺入方向に沿ってぼかす
ための縦１５画素横２７画素の矩形状のフィルタであり、図１５に示すガウスフィルタに
よって穿刺針の刺入方向に沿って重み付けされたフィルタ係数を持つ。こうして先端強調
フィルタを適用したＬＵＴ処理を行ったＬＵＴ処理画像を図１４（Ｅ）に示す。
　なお、図１６に、図１４（Ｃ）に示すフレームの差分画像に対して輝度差による２値化
処理を行った処理画像の穿刺針先端を含む矩形領域の穿刺針の先端候補点の分布を示す。
同図から分かるように、２値化処理後においては、穿刺針の先端候補点が穿刺針先端近傍
以外にも複数存在していることが分かる。
【００９５】
　続いて、ステップＳ１４において、先端候補特定処理部８４で、穿刺針、特にその先端
部と相関の高い領域の先端候補点の中心点のみを先端候補として特定する。
　ステップ１６において、先端候補特定処理部８４で差分画像中の先端候補の抽出・特定
が終了したか否かが判断され、終了していなければ、ステップＳ１４に戻って先端候補の
抽出・特定を続け、終了していれば、ステップＳ１８に移る。
　ステップＳ１８において、先端候補処理部７６で、ステップＳ１４で特定された先端候
補に色付けを行い、先端画像を生成する。
　次に、ステップＳ２０において、画像合成部７２で、ステップＳ１８で生成された先端
画像と現フレームの超音波画像（Ｂモード画像）とを合成して、先端候補処理部７６で色
付けされた先端候補を現フレームの超音波画像に重畳した合成画像を生成する。
　次に、ステップ２２において、画像合成部７２で合成画像の生成処理が終了したか否か
が判断され、終了していなければ、ステップＳ１０に戻って差分画像の生成からステップ
Ｓ２０の合成画像の生成まで処理が繰り返され、終了していれば、この処理が終了する。



(25) JP 5645628 B2 2014.12.24

10

20

30

40

50

【００９６】
　この後、画像合成部７２で合成された合成画像は、表示制御部５０に送られ、表示用合
成画像信号に変換され、表示部５２に、色付けされた先端候補が現フレームの超音波画像
に重畳された合成画像が表示される。
　以上のように、本発明の超音波画像生成方法は、実施される。
　図１３に示す例は、差分画像から先端候補が必ず検出される例であるが、検出されない
場合も当然含まれるので、以下に、先端候補が検出されない場合をも含む処理について説
明する。
【００９７】
　図１７は、本発明の超音波画像生成方法の先端候補が検出されない場合をも含む例を示
すフローチャートである。
　まず、ステップＳ３０において、現フレームより前のフレームＢモード画像データから
現フレームのＢモード画像データを減算して現フレームの差分画像データを生成する。
　次に、ステップＳ３２において、差分画像データに対してＬＵＴ処理や先端候補の特定
処理を行い、穿刺針の先端候補を検出する。
　ステップ３４において、ステップＳ３２で穿刺針の先端候補が検出されたか否かが判断
され、検出されていれば、検出成功としてステップ３６に移り、検出されていなければ、
ステップ４６に移る。
【００９８】
　ステップＳ３６において、ステップＳ３２で検出された穿刺針の先端候補の情報を含む
検出情報をメモリ（先端候補記憶部７８）に記憶して保存する。
　ステップＳ３８において、検出された先端候補をメモリから読み出し、読みだした先端
候補に色付けを行い、穿刺針の先端画像を生成する。
　ステップＳ４０において、ステップＳ３８で生成された先端画像を現フレームの超音波
画像（Ｂモード画像）に重ね合わせて、色付けされた先端候補が現フレームの超音波画像
に重畳された合成画像を生成する。
　ステップ４２において、表示部５２に、色付けされた先端候補が現フレームの超音波画
像に重畳された合成画像が表示される。
　次に、ステップ４４において、穿刺針の先端候補の検出及び合成画像の表示を続行する
か否かが判断され、続行であれば、ステップＳ３０に戻って差分画像データの生成からス
テップＳ４２の合成画像の表示まで処理が繰り返され、続行でなければ、この処理が終了
する。
【００９９】
　一方、　ステップ３４で穿刺針の先端候補の検出不成功と判断された場合には、ステッ
プ４６において、メモリ内の過去の穿刺針の先端候補の検出情報を使用するか否かの判断
がなされ、使用するのであれば、ステップ４８に移り、使用しないのであれば、ステップ
５０に移る。
　ステップ４８に移ると、ステップ４８では、メモリから読み出した検出情報を用いて、
過去の穿刺針の先端候補に色付けを行い、穿刺針の先端画像を生成し、ステップＳ４０に
移る。ステップ４８で生成された穿刺針の先端画像は、ステップＳ４０において、現フレ
ームの超音波画像（Ｂモード画像）に重ね合わせられ、合成画像が生成される。
　ステップ５０に移ると、ステップ５０では、検出情報がなく、先端候補が存在しないの
で、現フレームの超音波画像を表示部５２に表示し、ステップＳ４４に移る。ステップ４
４では、上述したように、検出続行か否かが判断され、判断に応じて検出が続行され、ま
た、処理が終了する。
【０１００】
　図１に示す実施形態は、上述したように、画像生成部６４の画像処理部６２において生
成されたＢモード画像信号に基づいて、２つのフレームの差分画像の生成、先端候補の検
出、先端画像の生成、及び先端画像と現フレームの超音波画像（Ｂモード画像）との重畳
合成を行っているが、本発明はこれに限定されず、Ｂモード画像信号の代わりに、図１８
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に示すように、画像生成部６４の整相加算部６０においてビームフォーミング処理がなさ
れたベースバンド信号（音線信号）、すなわちフレーム毎のエコー信号に基づいて、２つ
のフレームの差分画像の生成、先端候補の検出、先端画像の生成、及び先端画像と現フレ
ームの超音波画像との重畳合成を行っても良い。したがって、本発明では、フレームエコ
ー信号とＢモード画像信号との間の如何なる信号を用いても良い。
【０１０１】
　図１８は、本発明の超音波診断装置の診断装置本体の他の実施形態の構成を模式的に示
すブロック図である。
　同図に示す診断装置本体１４ａは、データ格納部４６と、合成画像生成部４８ａと、表
示部５２とを有し、さらに、図示しないが、図１と同様に、本体制御部と、操作部と、格
納部とを有する。また、合成画像生成部４８ａは、画像生成部６４と、時系列フレームエ
コー信号記憶部（以下、エコー信号記憶部ともいう）６６ａと、時系列フレーム差分エコ
ー信号生成部（以下、単に差分エコー信号生成部ともいう）６８ａと、穿刺針先端検出部
（先端検出部）７０ａと、画像合成部７２ａと、を有する。
　なお、図１８に示す診断装置本体１４ａの合成画像生成部４８ａのエコー信号記憶部６
６ａ、差分エコー信号生成部６８ａ、先端検出部７０ａ、及び画像合成部７２ａは、図１
に示す診断装置本体１４の合成画像生成部４８の画像記憶部６６、差分画像生成部６８、
先端検出部７０、及び画像合成部７２と、エコー信号に基づいて各要素の処理を行うか、
Ｂモード画像信号に基づいて各要素の処理を行うかの点では異なるのみで、即ち、処理の
対象とする信号（データ）が異なるのみで、各様の処理の内容は略同一であるので、各要
素の同一の処理内容については、詳細な説明を省略する。
【０１０２】
　エコー信号記憶部６６ａは、複数のフレームの画像を表すエコー信号を時系列的に記憶
するメモリである。
　差分エコー信号生成部６８ａは、エコー信号記憶部６６ａに記憶される２つの時系列フ
レームのエコー信号間の差分を求めて、差分エコー信号を生成する。
　先端検出部７０ａは、本発明の最も特徴とする部分であって、差分エコー信号生成部６
８ａで生成された差分エコー信号から先端検出処理を行い、穿刺針先端部を含む１以上の
先端候補を検出し、検出された先端候補に対して表示強調処理を行い、表示強調処理され
た先端画像を生成する。なお、差分エコー信号から検出された先端候補に対しては、画像
処理部６２と同様の変換処理を行ってＢモード画像信号としておき、先端画像は、Ｂモー
ド画像信号で表わされているのが好ましい。
【０１０３】
　画像合成部７２ａは、画像処理部６２で生成されたＢモード画像である現フレームの超
音波画像に、先端検出部７０ａで生成された先端画像（穿刺針先端部強調画像）を合成し
て合成超音波画像を生成するものである。
　なお、先端検出部７０ａで生成された先端画像がＢモード画像信号で表わされていない
場合には、画像合成部７２ａでは、先端画像に対して画像処理部６２と同様の変換処理を
行って、Ｂモード画像信号とした後に、先端画像をＢモード画像である現フレームの超音
波画像に重畳合成する。
　また、画像処理部６２で生成されたＢモード画像である現フレームの超音波画像がＤＳ
Ｃでスキャンコンバートされた表示用画像信号で表わされている場合には、Ｂモード画像
に変換された先端画像も表示用画像信号で表わされるようにＤＳＣでスキャンコンバート
しておく必要がある。
　なお、処理対象となる信号やデータのＢモード画像信号化や、スキャンコンバートは、
画像合成部７２ａで合成する際に同じになっていれば、どの段階で行っても良い。スキャ
ンコンバートは、もちろん、表示制御部５０で行う場合には、合成画像生成部４８ａ内で
行う必要はない。
【０１０４】
　本発明における各構成は、主に、中央演算装置（ＣＰＵ）とＣＰＵに各種の処理を行わ
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回路で構成しても良い。なお、これらのソフトウェアは、内部メモリに記憶される。
　また、本発明に係る超音波画像生成方法のアルゴリズムをプログラミング言語によって
記述し、必要に応じてコンパイルし、超音波画像生成方法プログラムをメモリ（記録媒体
）に記憶して他の装置の情報処理手段によって実行させれば、本発明に係る超音波診断装
置と同様の機能を実現することができる。すなわち、本発明の超音波画像生成方法をコン
ピュータ（ＣＰＵ）に実行させるためのプログラムであっても、そのプログラムを記録し
た記録媒体であっても、本発明の実施形態に含まれるのは言うまでもない。
【０１０５】
　以上、本発明に係る超音波診断装置及び超音波画像生成方法について種々の実施例を挙
げて説明したが、本発明は、上記実施例に限定はされず、本発明を逸脱しない範囲におい
て、各種の改良や変更を行なってもよいのは、もちろんである。
【符号の説明】
【０１０６】
　１０　超音波診断装置
　１２　超音波プローブ
　１４、１４ａ　診断装置本体
　１６　プローブ本体
　１８　通信ケーブル
　２０　穿刺アダプタ
　３４　超音波トランスデューサ
　３６　受信信号処理部
　３８　送信駆動部
　４０　送信制御部
　４２　受信制御部
　４４　プローブ制御部
　４６　データ格納部
　４８、４８ａ　合成画像生成部
　５０　表示制御部
　５２　表示部
　５４　本体制御部
　５６　操作部
　５８　格納部
　６０　整相加算部
　６２　画像処理部
　６４　画像生成部
　６６　時系列フレーム画像記憶部（画像記憶部）
　６６ａ　時系列フレームエコー信号記憶部（エコー信号記憶部）
　６８　時系列フレーム差分画像生成部（差分画像生成部）
　６８ａ　時系列フレーム差分エコー信号生成部（差分エコー信号生成部）
　７０，７０ａ　穿刺針先端検出部（先端検出部）
　７２，７２ａ　画像合成部
　７４　先端候補検出部
　７６　先端候補処理部
　７８　先端候補記憶部
　８０　穿刺針情報及び条件記憶部（情報記憶部）
　８２　候補点抽出処理部（抽出処理部）
　８４　先端候補特定処理部（特定処理部）
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